
裁判官の報酬の減額について

第1 憲法との関係

1 裁判官の報酬の減額について，憲法第79条第6項及び第80条第2項は，

「在任中， これを減額することができない｡」と規定している。このことから‘

国家財政上の理由などに基づく措置として，一般的に法律を改正して全裁判官

の報酬の減額を行うことが許されるか，が問題となる。

2 これらの憲法の規定は，裁判官の職権行使の独立性を経済的側面から担保す

るため，相当額の報酬を保障することによって裁判官が安んじて職務に専念す

ることができるようにするとともに,個々の裁判官の報酬の減額については,

当該裁判官に何らかの圧力をかける意図でされるおそれがあることから， これ

を禁止した趣旨の規定と解される。

そうであるとすれば,民間企業の給与水準との均衡等を図るための措置とし

て，立法府・行政府の公務員の俸給が減額される場合に，法律によって一律に

全裁判官の報酬について相応の減額を定めることとしても，三権の均衡を害し

て司法府の活動（裁判官の職権行使）に影響を及ぼすことはなく， これらの規

定の趣旨に反することにはならないことから， このような減額は憲法上も許さ

れるものと解するのが相当である。

3今回の人事院勧告は，近年の経済情勢の下で民間企業における給与ｽ吋準が著
しく低下している状況や物価・生計費等についての調査結果を併せ考慮し，国

家公務員の給与水準を社会一般の情勢に適応させるため‘国家公務員全体の本

俸を引き下げる内容のものとなったものである。

これに，人事院勧告自体の政治的中立性を併せ考えると，今般の人事院勧告

の政府による完全実施， つまり，行政府の国家公務員の給与引下げに伴い，国

家公務員全体の給与水準の均衡等の観点から，法律によって一律に全裁判官の

報酬について相応の引き下げを行うことは，個々の裁判官に何らかの圧力をか

けることを企図したものとはいえず，三権の均衡を害して司法府の活動に影響

を及ぼすこともないといえるから，憲法第79条第6項及び第80条第2項の

減額禁止規定に違反するものではないと解される。
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第2裁判所法との関係

1 裁判所法第48条は， 「裁判官は，公の弾劾又は国民の審査に関する法律に

よる場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執るこ

とができないと裁判された場合を除いては，その意思に反して，免官，転官，

転所職務の停止又は報酬の減額をされることはない｡」と規定しているb

2 しかしながら， この禁止規定も、憲法第79条第6項及び第80条第2項と

同様に，個々の裁判官が不当な圧力を受けることなく安んじて職務に専念する

ことができるようにするため，個々の裁判官に対する個別の処分として行われ

る「報酬の減額」を規定したものと解される。

したがって， これらの規定は，法律によって一律に全裁判官の報酬について

相応の引き下げを行う場合を規定の対象とするものではないと解するのが相当

であり｡，今回の人事院勧告に基づく行政府の国家公務員の給与引下げに伴い，

国家公務員全体の給与水準の均衡等の観点から，法律によって一律に全裁判官

の報酬について相応の引き下げを行うことは，裁判所法第48条の適用対象で

はな<，個々の裁判官の同意を要するものではないと解される。
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